
令 和 ４ 年
２月18日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
申
請
の
概
要（
環
境
政
策
課
）
…
…
…
三

解
除
予
定
保
安
林
（
長
門
市
）
（
森
林
整
備
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
に
関
す
る
告
示
に
係
る
指
定
漁
船
を
普

通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
の
消
滅
（
水
産
振
興
課
）

六

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催
（
森
林
整
備
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

河
川
法
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
の
保
管
（
河
川
課
）

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
雑
報

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
対
象
事
業
の
廃
止
の
公
告

七

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

県
報
の
正
誤
（
令
和
三
年
十
二
月
三
日
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号
）

八

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
二
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前

評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
四
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、

山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

氏
名
又
は
名
称

出
光
興
産
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
二
番
一
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

出
光
興
産
株
式
会
社
徳
山
事
業
所

所
在
地

周
南
市
新
宮
町
一
番
一
号

三

特
定
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

使

用

の

方

法

能

力

(ｔ
／
日
)

工
事
着
手

予

定

年
月
日

工
事
完
成

予

定

年
月
日

使
用
開
始

予

定

年
月
日

使
用
時
間

間

隔
一
日
当
た

り
の
使
用

時

間
季
節
的
変

動
の
概
要

三
七－

ロ

〇
・
八
令
和
四
、

三
、
二
二
令
和
四
、

一
一
、
二
五
令
和
四
、

一
一
、
二
六
連

続
二
四
時
間
変
動
な
し

備
考

「
三
七－

ロ
」
と
は
、
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一

第
三
十
七
号
の
石
油
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
分
離
施
設
を
い
う
。
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㈡

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
汚
水
等
の
量

種

類

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

三
七－
ロ

六

七

～

八

七
〇

八
〇

一
〇

︱

二

四

一

二

三
〇

六
一

備
考

㈠
の
表
の
備
考
は
、
こ
の
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

四

汚
水
等
の
処
理
施
設
に
関
す
る
事
項

㈠

種
類
、
構
造
及
び
使
用
時
間
間
隔
等

種

類

構

造

能

力

(ｔ
／
日
)

処
理
の
方
式

使
用
時
間

間

隔

一
日
当
た
り

の
使
用
時
間

季
節
的
変
動
の

概

要

工
事
着
手
予
定

年

月

日

工
事
完
成
予
定

年

月

日

使
用
開
始
予
定

年

月

日

オ
イ
ル
セ
パ
レ
ー
タ
ー

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製

三
六
〇
、
〇
〇
〇

油

水

分

離

連

続

二

四

時

間

変

動

な

し

（
既

設
）

活
性
汚
泥
処
理
施
設

〃

一
、
八
〇
〇

活

性

汚

泥

〃

〃

〃

活
性
炭
吸
着
処
理
施
設

鉄

製

二
、
二
〇
〇

活
性
炭
吸
着

〃

〃

〃

㈡

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

オ
イ
ル
セ
パ
レ
ー
タ
ー

処
理
前

一
〇

六

～一
二

三
四
〇

八
〇
〇

一
〇

二
〇

一
〇

二
五

四
五

一
・
五

二

九
七
二

一
、
五
二
一

処
理
後

〃

〃

三
三
〇

七
〇
〇

〃

〃

五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

活
性
汚
泥
処
理
施
設

処
理
前

八

〃

四
〇
〇

六
〇
〇

〃

三
〇

一
〇

〃

四
〇

〃

〃

一
、
二
一
七

一
、
八
〇
〇

処
理
後

七

六

～

八

四
〇

一
五
〇

〃

〃

二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

活
性
炭
吸
着
処
理
施
設

処
理
前

〃

六

～一
二

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
四
四
〇

二
、
二
〇
〇

処
理
後

〃

六

～

八

八
・
五

六
〇

五

一
〇

一

〃

〃

〃

〃

〃

〃 二
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五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮

遊

物

質

量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

七
・
九

六

～

九

二
・
六

五

五

一
六

一

〇
・
三

一
・
五

〇
・
〇
三

〇
・
四
五

一
五
五
、
三
七
四

一
九
六
、
九
七
〇

No．2

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
二
一
、
九
〇
〇

二
五
六
、
〇
〇
〇

No．3

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
・
六

〃

〃

一
九
、
九
九
三

四
〇
、
四
五
九

No．4

排

水

口

〃

〃

〃

六

〃

〃

〃

〃

一
・
五

〃

〃

四
〇
二
、
四
八
九

四
七
二
、
六
〇
五

No．5

排

水

口

〃

〃

〃

五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
五
、
二
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇

No．6

排

水

口

〃

〃

〃

〃

二
〇

二
五

〃

〇
・
七

〃

〃

〇
・
二

二
四

二
四
〇

No．7

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
四

〃

〃

〃

〃

七
、
二
〇
〇

No．8

排

水

口

〃

〃

〃

〃

五

一
六

〃

〇
・
三

〃

〃

〇
・
四
五

一
五
九
、
四
一
〇

二
九
五
、
六
二
四

No．9

排

水

口

七
・
八

〃

二
・
四

七

〃

二
〇

〃

〇
・
五

〃

〃

〃

一
、
二
二
〇

一
一
、
二
五
五

No．10

排

水

口

〃

〃

二

六

〃

一
六

〃

〇
・
三

〃

〃

〃

六
五
、
二
〇
〇

一
一
五
、
七
七
六

No．11

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
五
七
、
一
五
〇

四
一
五
、
〇
八
二

No．12

排

水

口

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

八
二
、
七
〇
〇

一
三
五
、
三
〇
〇

No．13

排

水

口

〃

〃

〃

五

三
〇

四
〇

〃

〃

〃

〃

〇
・
二

一
三
〇

一
、
五
七
三

山
口
県
告
示
第
二
十
八
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告
示
す

る
。当

該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基

づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
は
、
令
和
四
年
二
月
十
八
日
か
ら
同
年
三
月
十
日
ま

で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
及
び
周
南
市
環
境
生
活
部
環
境
政
策
課
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

三
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氏
名
又
は
名
称

出
光
興
産
株
式
会
社

住

所

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
二
番
一
号

二

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

出
光
興
産
株
式
会
社
徳
山
事
業
所

所
在
地

周
南
市
新
宮
町
一
番
一
号

三

特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
三
十
三
号
の
合

成
樹
脂
製
造
業
の
用
に
供
す
る
水
洗
施
設
、
静
置
分
離
器
及
び
ポ
リ
ブ
テ
ン
の
酸
又
は
ア
ル
カ
リ
に

よ
る
処
理
施
設
、
同
表
第
三
十
七
号
の
石
油
化
学
工
業
の
用
に
供
す
る
洗
浄
施
設
及
び
分
離
施
設
、

同
表
第
五
十
一
号
の
石
油
精
製
業
の
用
に
供
す
る
脱
硫
施
設
及
び
揮
発
油
、
灯
油
又
は
軽
油
の
洗
浄

施
設
並
び
に
同
表
第
七
十
号
の
廃
油
処
理
施
設

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
の
方
法
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
表

の
と
お
り
変
更
を
生
ず
る
。

処
理
施
設
に
よ
る
処
理
前
及
び
処
理
後
の
汚
水
等
の
汚
染
状
態
の
値
並
び
に
汚
水
等
の
量

種

類

項

目

汚

水

等

の

汚

染

状

態

の

値

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

オ
イ
ル
セ
パ
レ
ー

タ
ー

処
理
前

変
更
前

一
〇

六

～一
二

三
四
〇

八
〇
〇

一
〇

二
〇

一
〇

二
五

四
五

一
・
五

二

七
九
二

一
、
二
六
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
七
二

一
、
五
二
一

処
理
後

変
更
前

〃

〃

三
三
〇

七
〇
〇

〃

〃

五

〃

〃

〃

〃

七
九
二

一
、
二
六
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

九
七
二

一
、
五
二
一

活
性
汚
泥
処
理
施
設

処
理
前

変
更
前

八

〃

四
〇
〇

六
〇
〇

〃

三
〇

一
〇

〃

四
〇

〃

〃

一
、
一
八
七

一
、
八
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
二
一
七

〃

処
理
後

変
更
前

七

六

～

八

四
〇

一
五
〇

〃

〃

二

〃

〃

〃

〃

一
、
一
八
七

〃

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
二
一
七

〃

処
理
前

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
、
二
〇
〇

二
、
二
〇
〇

四
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活
性
炭
吸
着
処
理
施

設

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
四
四
〇

〃

処
理
後

変
更
前

〃

〃

八
・
五

六
〇

五

一
〇

一

〃

〃

〃

〃

二
、
二
〇
〇

〃

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
、
四
四
〇

〃

五

排
出
水
の
汚
染
状
態
の
値
及
び
排
出
水
の
量

排

水

口

項

目

排

出

水

の

汚

染

状

態

の

値

排
出
水
の
一
日
当
た
り
の
量
（
㎥
)

水
素
イ
オ
ン
濃
度

（
水
素
指
数
)

化
学
的
酸
素
要
求
量

(㎎
／
ℓ
)

浮
遊
物
質
量

(㎎
／
ℓ
)

鉱
油
類

(㎎
／
ℓ
)

窒

素

(㎎
／
ℓ
)

燐り
ん

(㎎
／
ℓ
)

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

通

常

最

大

No．1

排

水

口

変
更
前

七
・
九

六

～

九

二
・
六

五

五

一
六

一

〇
・
三

一
・
五

〇
・
〇
三

〇
・
四
五

一
五
五
、
〇
五
〇

一
九
六
、
六
一
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
五
五
、
三
七
四

一
九
六
、
九
七
〇

No．2

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
二
一
、
九
〇
〇

二
五
六
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．3

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

一
・
六

〃

〃

一
九
、
九
九
三

四
〇
、
四
五
九

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．4

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

六

〃

〃

〃

〃

一
・
五

〃

〃

四
〇
二
、
四
五
九

四
七
二
、
五
四
四

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

四
〇
二
、
四
八
九

四
七
二
、
六
〇
五

No．5

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

五

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

七
五
、
二
〇
〇

七
九
、
〇
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．6

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

二
〇

二
五

〃

〇
・
七

〃

〃

〇
・
二

二
四

二
四
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．7

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〇
・
四

〃

〃

〃

〃

七
、
二
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃五
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No．8

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

五

一
六

〃

〇
・
三

〃

〃

〇
・
四
五

一
五
九
、
四
一
〇

二
九
五
、
六
二
四

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．9

排

水

口

変
更
前

七
・
八

〃

二
・
四

七

〃

二
〇

〃

〇
・
五

〃

〃

〃

一
、
二
二
〇

一
一
、
二
五
五

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．10

排

水

口

変
更
前

〃

〃

二

六

〃

一
六

〃

〇
・
三

〃

〃

〃

六
五
、
二
〇
〇

一
一
五
、
七
七
六

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．11

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

二
五
七
、
一
五
〇

四
一
五
、
〇
八
二

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．12

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

八
二
、
七
〇
〇

一
三
五
、
三
〇
〇

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

No．13

排

水

口

変
更
前

〃

〃

〃

五

三
〇

四
〇

〃

〃

〃

〃

〇
・
二

一
三
〇

一
、
五
七
三

変
更
後

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

山
口
県
告
示
第
二
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

長
門
市
仙
崎
字
六
浦
一
〇
九
三
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

海
岸
保
全
施
設
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門
市
経
済
観

光
部
農
林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
意

に
関
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
山
口
県
告
示
第
三
十
四
号
）
に
係
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付

す
べ
き
義
務
は
、
令
和
四
年
二
月
一
日
限
り
消
滅
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

由
宇
加
入
区

六
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公

告

（
一
三
）
林
業
種
苗
生
産
事
業
者
講
習
会
の
開
催

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
種
苗

生
産
事
業
者
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

林
業
種
苗
の
生
産
事
業
者
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

㈠

日
時

令
和
四
年
三
月
十
八
日
（
金
曜
日
）
午
前
九
時
か
ら

㈡

場
所

山
口
市
宮
野
上
一
七
六
八
番
地
の
一

山
口
県
農
林
総
合
技
術
セ
ン
タ
ー
林
業
技
術
部

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

目

時

間

種

苗

に

関

す

る

法

令

二

種

苗

の

産

地

及

び

系

統

二

種

苗

の

生

産

技

術

二

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
林
業
種
苗
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
口
県
規
則
第
五

号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
生
産
事
業
者
講
習
会
受
講
申
込
書
に
生
産
事
業
者
講
習
手
数
料
一
万
五
千

四
百
十
円
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
貼
っ
て
、
住
所
地
を
所
管
す
る
農
林
水
産
事
務
所
又
は

農
林
事
務
所
の
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
。

五

受
講
申
込
書
の
提
出
期
限

令
和
四
年
三
月
十
一
日
（
金
曜
日
）

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
（
電
話
〇
八
三

－

九
三
三－

三
四
八
五
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
水
産
事
務
所
若
し
く
は
農
林
事
務
所
に
す
る
こ
と
。

（
一
四
）
河
川
法
の
規
定
に
よ
る
工
作
物
の
保
管

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
七
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
工
作
物
を
保
管
し
ま
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
管
し
た
工
作
物
の
種
類
、
形
状
及
び
数
量

種
類

橋
り
ょ
う

形
状

次
の
図
の
と
お
り

数
量

一
基

二

保
管
し
た
工
作
物
の
放
置
さ
れ
て
い
た
場
所
及
び
当
該
工
作
物
を
除
却
し
た
日
時

放
置
さ
れ
て
い
た
場
所

美
祢
市
美
東
町
真
名
字
二
本
木
地
内

除
却
し
た
日
時

令
和
四
年
一
月
二
十
日
午
前
九
時

三

当
該
工
作
物
の
保
管
を
始
め
た
日
時
及
び
保
管
の
場
所

保
管
を
始
め
た
日
時

令
和
四
年
一
月
二
十
日
午
後
三
時

保
管
の
場
所

美
祢
市
秋
芳
町
秋
吉
字
壱
貫
田
一
一
四
二
番
一
地
先

四

そ
の
他

こ
の
工
作
物
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
、
宇
部
市
土
木
建
築
事
務
所
美
祢
支
所
（
電
話
〇
八
三
七－

五
二－

一
一
〇
五
）
に
す
る
こ
と
。

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
口
県
土
木
建
築
部
河
川
課
及
び
宇
部
土
木
建
築
事
務
所

美
祢
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
し
ま
す
。
）

雑

報

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
の
規
定
に
基
づ
く
対
象
事
業
の
廃
止
の
公
告

山
口
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
十
年
山
口
県
条
例
第
三
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）

第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

令
和
四
年
二
月
十
八
日

日
本
製
紙
株
式
会
社
代
表
取
締
役

野

沢

徹

七
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一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

日
本
製
紙
株
式
会
社

代
表
者
の
氏
名

野
沢

徹

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
の
六

二

対
象
事
業
の
名
称
、
種
類
及
び
規
模

名

称

岩
国
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
所
建
設
計
画

種

類

火
力
発
電
所
の
設
置
の
事
業

規

模

発
電
設
備
の
出
力

十
一
万
二
千
キ
ロ
ワ
ッ
ト

三

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
区
分

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
。

正

誤

令
和
三
年
十
二
月
三
日
山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号
（
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定
に
関
す

る
告
示
の
一
部
改
正
）

ペ
ー
ジ

段

誤

正

二

上

平●

成●

十●

二●

年
山
口
県
告
示
第
二●

百●

四●

十●

七●

号

昭䀝

和䀝

四䀝

十䀝

七䀝

年
山
口
県
告
示
第
百䀝

十䀝

号

令
和
四
年
二
月
十
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
二
月
十
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

八
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